
’
●
■
Ｑ
々
■
■
■
▽
⑤
■
巳
ロ
ム
ｅ
Ｇ
０
ｅ
６
げ
Ｕ
″
■
Ｕ
９
ｐ
ｐ
ｐ
０
Ｕ
己
竪
ｒ
ｐ
Ｐ
ｐ
ｒ
■
■
●
基
毛
■
■
２
℃
■
Ｒ
夕
ｑ
●
●
且
Ｐ
■
ず
、
寺
●
■
‐
４
。
ｊ
や
ロ
。

●
６

口

Ｇ

ｒ

●

ｑ
■
６
６
６
●
▲

■
■
■
■
ｑ
０
ａ
■
□
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｄ
Ｂ
■
■
■
■
■
９
，
●
Ｂ
■
巳
皿
Ｂ
■
包
巳
■
■
Ｇ
５
り

凸
■
昼
■
ｆ
孔
■
■
ｇ
Ｕ
Ｑ
ｂ
Ｔ
Ｄ
●
今
ｆ
●
。
。
‐
』
七
ｐ
ｉ
２
Ｕ
Ｄ
ｒ
ｅ
８
ｂ
ｒ
７
４

ｒ
ｏ
ｏ
ｐ

。
ｊ

●

・

９

６

０

‘

●

‐

■

。

。

。

。

？

ｑ

、
●
・
炉
Ｐ
ワ

ａ
ｐ
ｏ
。
▲
■

Ｄ
Ｕ
ｂ
合
■
心
一
■
Ｐ

向○
Ｑ
’
○
，
０
〃
。
■
可
■
９
９
＄
９
Ｇ
ヶ
●
《
■
■
ロ
毎
●
ザ

ａ
■
α
■
↓
句
瓜
●
ロ
。
Ｇ
“
ロ
ロ
ロ
●
一
■
ｒ
○
■
■
■
■
■
ｆ
■
■
こ
〃
巳
守
口
咋
一
』
？
■
》
◇
夕
●
．
０
勺
ｔ
■
Ｆ
色
‐

。

“

Ｊ
ｏ
ｉ
◆
や
Ｌ
″
Ｂ
■
６
。
■
‐
●

守

９
Ｆ
。
９
０
。
●
Ｐ
Ｌ

守
寺

。Ｆ

ご◇４

Ｆ
、
●
ｇ
▽
■
古
印
“
。
◇
ｏ

ｑ

ｐ

、

０

・
●
６
、
。
．
。
＋
▲
■
■
Ｆ

■
●
ゆ
ず
●
５
？
‘
・
ｒ
Ｏ
４
８

■

‐

し

も

“

口

い

’

◆

Ｄ

Ｃ

９

．

ｅ

０

０

ｒ

ｏ

？

Ｉ

Ｄ

Ｏ

８

匹

■

８

．

６

も

８

▲
■
■
？
■
■
●
１
口
■
■
Ｉ
』
■
■
０
■
Ⅱ
ｐ
ｂ
ｒ
Ｄ
ト
ー
ト
‐
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

〔
別
添
Ｈ
〕

一
閣
議
請
議
文
書
の
用
紙
規
格
は
、
Ａ
四
判
と
す
る
。

二
閣
議
請
議
文
書
の
形
式
及
び
用
紙
に
つ
い
て

１
閣
議
請
議
書
及
び
そ
の
別
紙
に
つ
い
て

Ｈ
ワ
ー
プ
ロ
に
よ
る
浄
書
を
認
め
る
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合
は
原
則
一
四
ポ
イ
ン
ト
文
字
で
別
添
の
法
令
案
浄
書
用
紙

（
略
）
（
両
面
便
用
）
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑪
閣
議
請
議
書
横
書
き
と
す
る
。

側
閣
議
請
議
書

日
法
律
案
の
閣
議
請
議
に
つ
い
て
は
、
法
律
案
及
び
理
由
の
部
分
に
限
り
、
従
来
ど
お
り
「
穴
な
し
」
を
用
い
る
こ
と

を
認
め
る
。
こ
の
場
合
の
形
式
に
つ
い
て
も
、
ア
の
例
に
よ
る
。

四
な
お
、
ワ
ー
プ
ロ
に
よ
る
浄
書
及
び
タ
イ
プ
に
よ
る
浄
書
は
、
明
瞭
で
永
久
保
存
に
耐
え
る
も
の
と
し
、
閣
議
請
議

書
の
正
本
及
び
副
本
に
つ
い
て
は
。
相
互
の
同
一
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

第
四
事
務
処
理
要
領
編
二
四
一

ア
閣
議
決
定
等
の
本
体
原
則
横
書
き
と
す
る
。
た
だ
し
、
従
来
縦
書
き
で
あ
っ
た
も
の
（
質
問
主
意
書
に
対

す
る
答
弁
書
等
）
は
、
従
来
ど
お
り
。

イ
法
律
案
及
び
政
令
縦
書
き
で
、
そ
の
書
式
は
一
行
四
八
字
、
一
ペ
ー
ジ
一
三
行
詰
め
と
す
る
。

口
タ
イ
プ
に
よ
る
浄
書
の
場
合
は
、
原
則
四
号
活
字
で
、
従
来
使
用
し
て
い
た
用
紙
（
日
本
国
政
府
の
青
枠
薄
紙
）
と

同
じ
紙
質
で
Ａ
三
判
の
用
紙
を
用
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
は
、
原
本
と
副
本
は
同
一
タ
イ
プ
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
当
局
に
お
け
る
職
権
修
正
の
附
せ
ん
事
務
は
、
従
来
の
タ
イ
プ
及
び
毛
筆
に
加
え
ワ
ー
プ
ロ
に
よ
る
浄
書
を
採
用
す

プ
（
）
。

平
成
五
年
二
月
二
五
日

長
官
総
務
室
第
一
課

標
記
に
つ
い
て
、
別
添
Ｈ
に
よ
り
平
成
六
年
一
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
当
局

に
お
け
る
閣
議
決
定
関
係
書
類
（
い
わ
ゆ
る
青
紙
及
び
赤
紙
）
の
様
式
及
び
そ
の
事
務
等
に
つ
い
て
は
、
同
日
以
後
の
閣

議
に
提
案
す
る
も
の
か
ら
、
次
の
よ
う
に
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
御
留
意
く
だ
さ
い
。

一
い
わ
ゆ
る
青
紙
及
び
赤
紙
の
様
式
及
び
そ
の
起
案
事
務
等
は
、
別
添
口
の
「
法
律
案
、
政
令
案
及
び
条
約
案
等
閣
議

決
定
関
係
書
類
の
様
式
及
び
起
案
例
」
の
例
に
よ
る
。

二
一
の
事
務
に
お
け
る
法
律
案
等
の
題
名
等
の
浄
書
は
、
従
来
の
タ
イ
プ
及
び
毛
筆
に
加
え
ワ
ー
プ
ロ
に
よ
る
浄
書
を

採
用
す
る
。

形
式
は
、
ア
に
同
じ
と
す
る
。

②
閣
議
請
議
書
の
別
紙

〈
備
考
〉

第
四
事
務
処
理
要
領
編

閣
議
関
係
文
書
の
Ａ
判
化
等
に
つ
い
て

こ
の
の
署
名
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
．

１
１
１

■
Ｐ
も
■
凸
甲
６
口
げ
４
屯
ｑ
◇
毎
凸
０
台
。
■

▲
Ｄ
、
ゆ
り
▲
ｑ
●
■
０
．
０
６
，
今
。
１
６
●
ロ
口
《
■
寺
ｒ
ｄ
１
■
▽
。
■
■
。
▼
Ｏ
Ｂ
も
■
Ⅱ
Ｄ
▲
■

１
ｆ

Ｄ
０
ｒ
Ｂ
■
■
■
ｑ
Ｕ
０
４
０
Ｂ
■
■
■
■
■
■
ｑ
Ｕ
Ｄ
Ｂ
Ｕ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
凸
■
、
■
且
■
＆
■
■
９
．

申
Ｐ
。
？
ｐ
ｏ
ｊ

。
。
■
▽
“
Ｂ
０
ｒ
９

ｆ
６
●
。
。
。
．
。
凸
０
０
．
．
ロ
ー
●

ｄ
Ｂ
Ｑ
ｒ
６
Ｉ
■
も

寺

ワ
グ
●
■
■
ｂ
■
■
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｄ
ｐ
ｐ
Ｂ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
。
●

・・

■
二
■
？
■
守
二
Ｕ
Ｇ
Ｇ
ｅ
Ｂ
■
巳

●

；

■

●

■

■

■

Ｂ

Ｒ

Ｕ

Ｇ

●

■

■

■

。

“

予

命

ｐ

Ｓ

Ｕ

Ｑ

■

■

可

１

句

Ｃ

一

■

■

凸

■

■

６

●

凸

Ｕ

Ｆ

Ｇ

・

■

■

０

尋

Ｐ

●

。

Ｇ

寺

■

■

■

・

甲

Ｐ

●

●

・

旬

０

．

Ｂ

ｒ

ｒ

９

と

■

日

。

●

ｃ

ク

▲

■

■

Ｆ

凸

■

■

■

凸

■

■

■

Ｂ

ｂ

Ｏ

－

■

■

ロ

マ

２

８

甲

●

二

■

ｇ

ｏ

▲

■

■

ｑ

Ｐ

Ｂ

■

、

厚
や
９
８
ｏ
０
口
■
Ｃ
ｆ

■
ｒ
０
６
巳
。
＆
ｄ
寺
◆
Ｇ

‐

。

↑

●
け
り
◆
毎
。
や
‐
■
ｌ
ｂ
Ｆ
０
■
、
』
■
区
Ｂ
ａ
。
《
■
画
』
０
．
口
．
〃
、
■
■
▲
■
■
Ｂ
Ｂ
ｌ
９
１
ａ
■
■
■
皿
日
：
●
■
三
■
ｐ
６
・
当
今
合
■
■
企
■
■
ｑ
《
■
■
■
■
日
■
ｑ
■
９
，
９
■
■
■
■
■
、
巴
■
▼
●
・

《
■
■
■
■
■
ｇ
■
ｇ
Ｉ
ｐ
△
ｂ
Ｐ
■
■
凸
？
Ｂ
ｏ
ｂ
凸
■
○
Ｆ
●
■
■
邑
日
■
■
５
９
６
■
■
■
ｐ
Ｌ
Ｄ
巳
■
且
■
■
■
■
■
●
◆
Ｕ
Ｄ
Ｌ
Ｆ
■
ｆ
も
巳
，

０
８
９

（
注
）
用
紙
は
、
半
切
と
す
る
。

Ｄ
Ｕ
Ｄ
０
ｚ
８
■
日
日
■
ｂ
■
■
Ｈ
ｆ
０
日
■
Ｂ
Ｕ
４
０
０
９
８
１
１
Ⅱ
Ｉ
０
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｄ
ｄ
ｑ
６
１
Ｉ

（
昭
四
八
・
一
二
・
二
七
）

事
務
連
絡

（
原
文
横
書
き
）

４
０
“
■
ｄ
１
■
ロ
ー
■
■
‐
■
』
Ｕ
▲
Ｂ
ｚ
９

・Ｉ。

４
Ｊ
毎
．
８
。

凸
■
９

口
《
■
■
ｐ
も
』
■
、
９
０
口
６
。
△
９

二
四
○

■
０
１
０
■
Ｄ
６
０
１
ｒ
●
■
ａ
ｅ
１
９
▲
、
甲
。
』
■
ｑ
４
凸
■
■
■
■
。
■

■

■

ｐ

ｕ

１

Ｉ

６

Ｆ

今

。

‐
↓
ｆ
■
！
Ⅱ
９
６
９
１
日
▲
ｌ
ｕ
且
■
１
日
■
Ｕ
Ｄ
６
ｆ
Ｇ
■
ｒ
□
■
■
■
■
■
■
■
■
■

1
1

I

l
I

I

賑“
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［
別
添
口
］

〈
注
〉
注〉

七
閣
議
請
議
書
の
提
出
部
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
法
律
案
、
政
令
及
び
答
弁
書
正
本
一
部
、
副
本
四
部

２
上
記
以
外
の
案
件
正
本
一
部
、
副
本
二
部

八
閣
議
及
び
事
務
次
官
等
会
議
の
資
料
の
提
出
部
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

五
大
臣
発
言
要
旨
に
つ
い
て

Ａ
四
判
と
し
、
形
式
は
従
前
の
例
に
よ
る
。

六
以
上
一
～
五
を
原
則
と
す
る
が
、
個
々
の
案
件
に
お
い
て
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

る
こ
と
と
す
る
。

四
閣
議
及
び
事
務
次
官
等
会
議
の
席
上
配
布
資
料
に
つ
い
て

三
年
次
報
告
そ
の
他
の
白
書
類
に
つ
い
て

形
式
、
用
紙
規
格
等
は
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
現
在
Ｂ
判
の
も
の
は
早
期
に
Ａ
判
化
へ
の
移
行
に
努
め
る
こ
と
と

〈
注
〉
こ
の
別
添
Ｈ
の
内
容
は
、
平
成
五
年
二
月
二
一
日
付
け
内
閣
参
総
第
一
一
四
九
号
を
も
っ
て
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官

室
首
席
内
閣
参
事
官
か
ら
内
閣
法
制
局
総
務
主
幹
宛
て
に
送
付
の
あ
っ
た
「
閣
議
関
係
文
書
の
Ａ
判
化
等
に
つ
い
て
」

に
添
付
さ
れ
た
別
紙
と
同
じ
内
容
で
あ
る
。

(3) （2） （1）

中
央
省
庁
再
編
（
平
一
三
・
一
・
六
）
、
常
用
漢
字
表
の
改
定
（
平
一
三
・
二
・
三
○
）
等
に
伴
い
、
大
臣
名
等
に

つ
い
て
必
要
な
読
替
え
等
を
行
っ
た
。

○
法
律
案
、
政
令
案
及
び
条
約
案
等
閣
議
決
定
関
係
書
類
の
様
式
及
び
起
案
例

す
る
。

第
四
事
務
処
理
要
領
編
一
面
二

２
法
律
案
等
の
参
考
資
料
等
に
つ
い
て

法
律
案
及
び
政
令
に
添
付
す
る
要
綱
、
新
旧
対
照
表
及
び
参
照
条
文
の
書
式
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
例
に
よ
る
が
、
用

原
則
と
し
て
、
Ａ
四
判
と
す
る
。

（
翻
識
対
勇
糾
誤
詳
叫
轆
恥
灘
Ｓ
爾
輩
Ｓ
諦
圧
雲
鮮
）

紙
規
格
は
Ａ
四
判
と
す
る
。

法
律
案
閣
議
請
議
関
係

法
律
案
起
案
提
出
関
係

法
律
案
修
正
閣
議
請
議
関
係

※
圃
恥
丙
誌
庄
寺
ひ
ｎ
代
師
墹
叫
び
鯵
Ｓ
丙
Ｊ
ラ
バ
再
″
聖
佛
冴
翌
嚇
綱
叫
柵
Ｓ
諦
引
叫
び
到
燗
Ｓ
雲
簿
酎
諦
庄
寺
が

第
四
事
務
処
理
要
領
編

ｎ
代
ｏ ●

ロ
ワ
色
■
凸
■
■
甲
■
■
■
■
ｐ
■
■
■
ｇ
■
凸
■
▼
●
６
Ｄ
Ｏ
ｐ
ａ
ｒ
Ｉ
０
■
９
９
９
０
ｑ
▲
■
■
又
■
守
凸
■
■
■
０
■
■
■
Ｉ
■
８
０
日
■
０
■
■
■
且
■
■
Ⅱ
■
。
■
■
■
■
■
■
■
且
９
口
。

凸
Ｊ
０
Ｇ
０
０
０
■
０
十
■
■
■
■
■
Ｕ
■
日
■
■
■
■
日
日
Ｉ
Ⅱ
■

『

卜

（
赤
紙
・
青
紙
の
記
載
要
領
）

１
「
提
案
附
雲
の
と
お
り
」
の
部
分
は
、
修
正
が
な
い
場
合
に
は
、

「
提
案
の
と
お
り
」
と
す
る
。

’
Ｌ
●
▲
ｒ
ａ
９
◆
名
ｆ
ｏ
０
●
す
０
■
■
》
Ｐ
。
■
↓
ｐ
ロ
■
Ｕ
０
８
８
Ｙ
Ｐ
９
Ｑ
Ｉ
Ｇ
ｏ
０
ｇ

叩
●
一

』

Ｆ
■
Ｆ
‐
ト
ー
ｂ
ｐ
。
Ｕ
ｊ
ｂ
Ｄ
Ｉ
。

■
■
星
▼
，
０
口
●
▲
■
０
０

０

６

巳

＄

■

Ｐ

ｐ

■

８

内
閣
参
事
官
室
と
事
前
に
協
議
す

●
寺
■
ｑ
ｄ
０
・
巾
。
争
①
１

ｏ

０

ｏ

４

Ｑ

Ｕ

ｑ

も

１
ｌ
ｂ
卜
ｂ
’
０
０
Ｐ
Ｃ
Ⅱ
６
口
も
白
■
■
Ｂ
Ｄ
Ｕ
田
Ｄ
６
ｌ
■
■
■
■
■
ｐ
■
且
■
罰
Ｕ
ｂ
Ｆ
■
■
■
ｒ
■
■
■
■
■
■
■
。
■
Ｇ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｓ
Ｐ
Ｆ
■
■
▽
口
■
■
９
８
△
■
■
■
マ
■
ｐ
８
１
Ⅱ
１
日
Ｉ

四

１
１

吻幽

融
圧
雪
簿

『
、

Ｉ
琵
珊
存

心
。

四
ｍ

01

ﾗﾛT

四

号DT

蕗
蔀
澗
浄
員
博
士

］
○
○

秒丙璃
聯遂詔
、斗叶
が卿

端聯

』
○
○

田
聯
激
※

『
、

耐
震
事
Ｓ

隠
針
蛎
逵



ｑ
Ｏ
ｑ
ｐ
Ｐ
地
晶
。
。
，
』
且
・
川
。
、
‐
。
。
。
‐
少
ｊ
‐
・
◆

■
Ｌ
０
Ｇ
４
０
△
●
申
０
■
●
■
凸
且
▲
由
り
Ｏ
Ｄ
Ｇ

？◆●ａ『■Ｄ凸■■■■■▲日日”２■ｏｆ■■守口日■ｇ▲６■０１０９日ＧＢ官０Ⅱｒ■１００ａ０Ｂ

ｑ

０

■

ｂ

可

。

、

■

の

ｒ

寺

谷

８

４

１

卜

０

＄

９

Ｂ(1)

法
律
案
閣
議
請
議
関
係

第
四
事
務
処
理
要
領
編

側
公
布
奏
上
案
関
係

⑤
政
令
案
閣
議
請
議
関
係

⑥
政
令
案
起
案
提
出
関
係

例
政
令
案
修
正
閣
議
請
議
関
係

⑧
条
約
署
名
案
件
関
係

⑨
条
約
承
認
案
件
関
係

⑩
条
約
公
布
案
件
関
係

伽
参
議
院
の
緊
急
集
会
に
提
出
す
る
法
律
案
関
係

イ
閣
議
請
議
関
係

ロ
起
案
提
出
関
係

⑫
衆
議
院
の
同
意
を
求
め
る
の
件
関
係

イ
閣
議
請
議
関
係

ロ
起
案
提
出
関
係

側
署
名
用
紙
関
係

第
四
事
務
処
理
要
領
編

、
■
ご
〃
＆
“
■
Ｐ
砥
５
．
ｆ
タ
リ
ｑ
ｒ
Ｊ
ｆ

↓

、
ロ
寺
・
０
ｑ
‐
・
ロ
・
・
。
。
●
■
Ｌ
Ｏ
ｆ
。
◆
１
９
０
６
０
Ⅱ
■
●
け
■

Ｇ
Ｄ
Ｉ
■
■
■
宜
●
■
凸
Ｔ
２
ｅ
ｒ
ｒ
ｂ
■
■
■
▽
６
．

６

８

Ｄ

呼

凸

■

Ｇ

Ｄ

ｂ

ｇ

基

■

■

■

■

●

▽

▲

■

■

Ｉ

▽

可

０

？

。

■

Ｕ

Ｑ

■

ｑ

０

８

Ｉ

Ｂ

■

■

▼

■

■

日

■

ｐ

▲

■

邑

口

■

■

日

日

■

ｏ

ｄ

９

０

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ｂ

■

■

画

一

■

■

■

■

巳

■

■

■

０

５

０

９

凸

■

。

●

０

△

９

‐

Ｉ

Ｃ

●

ｆ

ひ

６

ｆ

ロ

ロ

ｅ

凸

■

９

ｆ
凸
６
ｄ
９
Ｄ
ｏ
甲
０
一
■
７
９
国
■
Ｓ
Ｇ
ｑ
ｏ
０
ず
凸
■
■
●
■
■
■
■
Ｕ
６
Ｑ
●

■
■
、
，
Ⅱ
６
中
■
■
ｂ
０
ｐ
Ｄ
０
Ｐ
卜
ｌ
ｂ
Ｐ
■

I

３
１
及
び
２
に
つ
い
て
は
、
起
案
提
出
、
公
布
奏
上
及
び
条
約
関
係

の
書
式
を
除
い
て
同
じ
で
あ
る
。

２
共
同
請
議
の
場
合
の
請
議
大
臣
記
載
例
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

財
務
厚
生
労
働
両
大
臣
請
議

総
務
農
林
水
産
国
土
交
通
三
大
臣
請
議

内
閣
総
理
大
臣
及
び
法
務
大
臣
請
議

内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
厚
生
労
働
両
大
臣
請
議

内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
財
務
経
済
産
業
環
境
四
大
臣
請
議

内
閣
総
理
大
臣
及
び
各
省
大
臣
請
議ill

■
４
▲
Ｊ
ｇ
Ｄ
・
■
・
Ｄ
ｌ
ｄ
０
Ｑ
。
ｄ
■
■
可
・
●
△
Ｕ
■
ｐ
８
ｒ
６
凸
Ⅵ
０

■
■
■
■
■
ｐ
■
■
■
ｑ
■
Ｉ
，
Ｏ
ｑ
ｄ
９
■
９
口
６
■
■
■
■
旬
。
や
－
６
●
今
１
８
５
日
日
も
■
ｒ
０
：
０
■
Ｕ
Ｂ
ｄ
９
Ｕ
ｄ
ｌ
０
▲
Ⅱ
巳
■
■
０
■
■
■
■
■
Ⅵ
■
■
■
■
■
■
■
曲
り

1

1

、
呈
艮
呂
営
や
呂
牛
１
勺
ｆ
“
・
Ｑ
ｐ
０
言
・
凸
。
Ｄ
ｏ
２
Ｊ
Ｏ
も
：
１
０
■
ワ
．
？
。
・
１
０
▽
Ｉ
Ｃ

①
マ
。
。
Ｇ
も
Ｇ
ｏ
ｏ
ｄ
ワ
■
。
、
。
。
■
２
９
。
合
守
■
８
Ｆ
も
■
Ｄ
Ｇ
Ｄ

Ｕ

ａ

ｌ

心

⑱

二
四
五

二
四
四

U

d

I

国
会
に

L函閣法制厨’内閣法制局

’ 1

幽

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

・
国
務
大
原

国
務
大
臣

国
勝
大
原

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
僅

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

Ⅲ
級
．
っ
大
豆
購
般
○
○
○
○
○
法
の
一
部
を
改
正
す
る
紘
祁
系

長
官
次
長

第
部
長

総
務
主
幹

参
邪
官

事
務
官
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②
法
律
案
起
案
提
出
関
係

（
青
紙
）

法
律
案
修
正
閣
議
請
議
関
係

第
四
事
務
処
理
要
領
編

第
四
事
務
処
理
要
領
編

1
（
赤
紙
）

I
！

１
１
１

’
旬
４
■
■
■
■
ｇ
■
ｑ
ｐ
ｐ
ｂ
■
４
ａ
Ｕ
８
堅
■
■
■
■
８
口
。
。
■
二
■
ｚ
口
巫
Ｐ
．
■
●

二
四
七

二
四
六

雄と必

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣
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(5)

1
第
四

側
公
布
奏
上
案
関
係

（
青
紙
）

政
令
案
閣
議
請
議
関
係

第
四
事
務
処
理
要
領
編

事
務
処
理
要
領
編

’

凸９
６
Ⅱ
Ｉ
■
Ｉ
令
ｆ
９
６
ｐ
Ｇ
‐
↓
■
り
り
ｂ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
９
６
６
■
■
■
■
エ
リ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
Ｂ
Ｂ
■
■
■
■
■
■
１
０
■
■
■
Ⅱ
，
甲
■
口
■
■
■
ｑ
■
！
。
。

1il
（
赤
紙
）

０
．
ｐ
●
０
４
●
唖
唖
伊
Ｌ
い
い､

’

申
仔
も
や
■
■
９
４
。
？

二
■
■
目
■
ｃ
ｊ
０
Ｇ
Ｉ
。
。
〃
９
ｑ
０
凸
叩
』
、
ｐ
０
．
ｌ
■
Ｆ
０
ｆ
Ｕ
■
■
■
■
０
ロ
８
Ｕ
ｅ
Ｄ
写
ｊ

Ｂ
８
■

画
０
６
０
０
９
■
０
■
毎
日
当
り
■
■
Ｐ
Ｏ
Ｄ
』
６

二
四
九 四

八
Ｉ
８
０
１
Ｉ
ｏ
６
寺
６
１
４
０
１
ｆ
■
９
４
０
■
０
４u部Ⅲ法制脳I内閣法制局

I

I

棚

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

圏
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
勝
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

内
閣
法
制
局
長
官

斗
励
年
月
日

洲
氏
。
。
ｋ
芝
附
般
§
ｏ
ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
法
施
行
令
の
一
部
を
敵
正
す
る
臥
令
算

長
官
次
長

節
部
長

総
務
主
幹

参
躯
官

班
務
官



〃
■
Ｆ
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〃
９
０
■
■
■
汀
Ｂ
Ｈ
Ｕ
■
Ｕ
、
■
●
勺
勺
０
■
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”
■
ｆ
与
り

一
■
６
。
。
■
垂
・
■
■
Ｕ
０
■
ｑ
ｒ
０
０
ｂ
〃
Ｐ
Ｊ
い
△
■
更
々
ｑ
■
ｐ
ｐ
ｂ
●
○
０
分
口
■
ぬ
〃
凸
包
可
昌
■
”
叩
守
口
”
●
ｒ
Ｒ
●
、
■
、
■
９
ｆ
Ｄ
も
虹
句
Ｑ
●
Ｏ
ｏ

■
■
■
■
Ｌ

も
Ｔ
■

ｌ
ｂ
Ｉ
４
ｊ
●
毎
口
。
ｆ
岳
■
・
り
Ｑ
ｂ
ｄ
Ｕ
Ｄ
銘
▲
■
り
！
且
Ｄ
Ｊ
勺
９
１
９
が
Ｑ
訓
０
Ｆ
‐
り
り
９
■
Ｕ
ｒ
Ｏ
も
，
１
’
、
●

凸
ｑ
Ｑ
Ｅ
Ｒ
■
日
■
Ｂ
ａ
で
■
■
■
■
ｇ
ｄ
Ｕ
９
四
回
■
①
ｑ
Ｄ
ｐ
凸
Ｕ
Ｇ
７
ｑ
ｄ
■
ｑ
Ｆ
？
Ｑ
↑
も
。
。
‐
■
ｌ
、
■
■
ｊ
ｅ
ｑ
１
ｆ
９
０
４
８
．
．
０
．

４
◆
■
ｑ
Ｇ
０
ｐ
■
■
■
Ｐ
Ｄ
Ｉ
卜

I7)
⑥
政
令
案
起
案
提
出
関
係

（
青
紙
）

政
令
案
修
正
閣
議
請
議
関
係

第
四
事
務
処
理
要
領
編

第
四
事
務
処
理
要
領
編

４
９
９
Ｉ
Ｄ
■
７

■
ｐ
６
０
■
９
０
曲
Ｕ
■
口
■
■
■
■
Ｐ

■
■
？
■
９
。
ｇ
二
■
■
■
■
ｆ
■
■
■
■
Ｂ
■
甲
ｇ
Ｂ
８
ｑ
■
■
で
●
１
１
３
■
５
．
ｆ
Ｊ
ｊ
卦
で
ａ
Ｕ
●
■
凸
″
■
”
Ｏ
守
口
■
■
一
ヶ
●
８
１
．
日
Ｕ
●
町
。
。
４
４
。
・
・
・
：
。
Ｏ
・
守
。
’
ゥ
■
・
・
‐
４
。
。
白
■
令
１
ｑ
ｂ
１
．
．
・
■
。
■
ｐ
■
ｇ
‐
９
り
わ
巳
．
①
●
“
●
０
命
。
●
一
■
■

，
．
台
。
ざ
Ｐ
■
い
合
●
Ｐ
Ｄ
Ｐ
■
６
Ｆ
ト
。
Ｇ
ｏ
Ｌ
ｑ
Ｄ
●
Ｆ
ｂ
ｂ
◇
Ｏ
ｆ
４
ｆ
■
ｐ
●
ｑ
Ｕ
ｐ
Ｇ
ｂ
■
■
■
■
■
■
■
且
■
？
Ｂ
Ｂ
ａ
■
ロ
グ
Ｕ
０
Ｇ
年
〃
＆
Ｕ
Ｄ
ｐ
ｂ
Ｇ
虹
ｒ
■
〃
ｐ
日
▲
Ｕ
Ｆ
Ｏ
古
Ｐ
１
Ｌ
ｐ
ｈ
Ｉ
ｐ
口
日
ｐ
Ｄ
口
。
Ｐ
ｐ
ｒ
０
９
０
も
■
９
“
Ｕ
ｅ
０
■
Ｌ
・
■
０
６
■
い
り
０
０
Ｇ
Ｆ
４
Ｉ
Ｐ
Ｆ
守
り
ｑ
今

Ｉ
Ｈ
－
Ｉ
９
１
Ｄ
８
０
０
“
Ｉ
ｏ
ｉ
１
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
６
１
１
Ｉ
Ｉ
ｆ
ｄ
Ｊ
ｙ
Ｂ
Ｈ
Ｉ
Ｉ
８
６
８
６
０
凸
■
Ｐ
Ｄ
０
Ｆ
Ｉ
Ｉ
０
Ｂ
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11
（
赤
紙
）

●
■
■
■
■
■
。
■
■
Ｇ
Ｈ
ｑ
■
旬
守
’
り
ｌ
ｑ
ｏ
６
■
■
日
当
臣
■
■
■
■
■
■
■
ｑ
Ｑ
ｂ
８
Ｂ
ｑ
■
ｑ
・
ｉ
８
■
８
ｆ
８
や
“
１
．
．
Ⅱ
Ⅱ
日

ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

’
五

二
五
○

L直雌塑」

：
「
紬

９
，
９
０
４
４
９
０
０
４
▲
０
０
６
０
６
６
１
日
・
口
！
。

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
原

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

宏制局

提
案
の
と
お
り
政
令
案

を
起
案
提
出
す
る

内閣法制局

別
紙
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

．
国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

内
閣
総
理
大
臣
内
閣
法
制
局
長
官

平
成
年
月
日

内
閣
官
房
長
官

内
閣
官
房
副
長
官

内
閣
総
務
官

第
号

閣
殿
決
定

平
成
年
月
日

御
下
付

平
成
年
月
日
一
公
布
一
平
成
年
月
日

提
案
の
と
お
り
政
令
案

を
起
案
提
出
す
る

内閣法制局

別
紙
○
○
○
○
○
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案

第
部
長
班
務
官

長
官
次
長
参
甑
官

総
務
主
幹
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第
四
事

⑧
条
約
署
名
案
件
関
係

（
青
紙
）

事

条
約
承
認
案
件
関
係

第
四
事
務
処
理
要
領
編

務
処
理
要
領
編

『
■
伊
ｑ
■

□

■
Ⅱ
６
，
１
・
Ｌ
Ｉ

型
■
日
司

０
０
Ｆ

凸

■
も
■
■
■
■
凸
０
１
０
６
０
■
■
ウ
リ
即
■
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案
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イ
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請
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関
係
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公の

平

平
成
年
月
日

’ ｌ
を
瀞
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が
、
右
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諦
雛
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よ
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緊
急
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に
提
出
さ
れ
て
よ
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法
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案
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案
附
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が
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右
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蒋
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た
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右
は
諦
雛
の

側
条
約
公
布
案
件
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係
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布
の
件
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事
務
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理
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事
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理
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０
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０
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０
０
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０
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９
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ｌ
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ｆ
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Ⅲ
雛
決
定
の
上||’

内
閣
法
制
局
長
官’

｜

’
’

内
帆
総
務
官

’
参
披
院

参
披
院

参
披
院 _Ⅲ｜1
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付
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付
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ｌ
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９
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０
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０
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０
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．
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Ⅱ
Ｉ
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ｂ
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叩
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ず
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、
側
及
び
側
の
条
約
案
関
係
並
び

に
鯛
の
衆
雛
院
の
同
意
を
求
め
る
の
件
関
係
の
場
合
に
は
、
添
付
し
な
い
。

川
法
徳
案
閣
雛
諦
雄

図
法
律
案
起
案
提
出

⑤
政
令
案
閣
鍛
調
鍍

⑥
政
令
案
起
案
提
出

側
条
約
公
布
案
件

伽
参
雛
院
の
緊
急
県
会
に
提
出
す
る
法
徽
案

イ
閣
雛
鮒
識

ロ
起
案
提
出

３
署
名
用
紙
は
、
③
の
法
律
案
修
正
閣
継
調
難
関
係
及
び
例
の
政
令
案
修
正
閣
継
謂
継
関
係
の
場
合
に
は
、

当
初
の
提
案
の
際
の
署
私
大
臣
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
に
限
り
添
付
す
る
。

４
署
名
用
紙
は
、
側
の
継
幽
提
出
の
法
津
案
に
つ
い
て
の
公
布
奏
上
の
場
合
、
及
び
内
側
提
出
法
維
案
が
国

会
で
修
正
可
決
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
公
布
奏
上
の
場
合
で
当
初
提
案
の
際
の
籍
名
大
臣
を
変
更
す
る
必
要
が

あ
る
と
き
に
添
付
す
る
。

（
赤
紙
）

I

二
五
九

二
五
八

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
Ｉ
ｌ
ｌ
８
Ｂ
Ｕ
８
Ｅ
ｕ
８
Ｒ
Ｅ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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内
閣
総
務
大
臣

経
済
産
業
大
臣

こ
の
○
○
の
署
名
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

内閣法制局

侭
案
α
と
お
り

．
提
出
案

を
萢
案
擬
出
す
る

毎
■
凸

内閣法制局

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
衆
雛
院
の
同
愈
を
求
め
る
の
件

刷
叙
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｏ
の
た
め
法
徹
（
平
成
○
○
○
年
法
律
第
０
０
○
号
）
に
つ
い
て
日
本
国
憲
法

匡
渤
大
臣
一
国
務
大
臣
一
国
務
大
臣
一
国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

内
閣
総
理
大
臣
内
閣
法
制
局
長
官

平
成
年
月
日

内
閣
官
房
長
官

内
閣
官
房
副
長
官

内
閣
総
務
官

侭
案
の
と
お
り
提
出
案

内閣法倒局


